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く第20号表紙の言葉>
イ弄藤イ言太良区
前回は油絵、今回は写真です。私が撮り貯めた鑑定士協会の友
人・知人です。理事会では私と意見を異にする人もいます。かなり
多く。本人がいやがるのを無理矢理撮らせてもらったものも何枚か
あります。こ1本人の了解は得ていません。
広報委員長から``肖像権で問題になったらどないする?"と心配
されました。
`私がおわびします。こ心配なら取り下げますげとタンカをきった
ところ、別に良い案が無かったのかこれになりました。
写りの悪い方、ごめん1つぎは男前・美人に撮ります。お気に入
りの方は切抜いてプリクラにしてください。
背景色・文字色はいっかこの色と考えていました。みんながこの
冊子をクルクル回しながらのぞき込んでいる光景を想像しています。
なお本文にも寄稿していますので読んでください。
指導研修委員長松永明・
伊藤信太郎・
武田賢一
資料委員会
磯部博
弁護士国府泰道
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寺杣伊左衛門先生を悼む
樋
平成12年11月28日、午前、大阪府の会議に
入ろうとする直前、携帯に寺杣先生の言卜報が飛
び込む。そんな馬鹿な、数日前大阪士会の釣り
に一緒して、r皆さんと船宿で酒を酌み交わす、
あの雰囲気がなんとも楽しいので、又、来年も
参加するよ。」とおっしゃっていたではないか。
銀座で買ったという、羽根飾りのついた帽子で、
肥後橋から事務所に向かわれる後ろ姿を見送っ
たのが、先生との永久のお別れになってしまっ
た。
先生は、近畿会の親睦委員、大阪部会の幹事
として長年協会活動され、特に、平成7年秋、
大阪部会の社団化に際し、副部会長として大阪
府との折衝等に尽力された。引き続き、2期4
年にわたり、社団法人大阪府不動産鑑定士協会
の会長を務められた。この問、事務所移転、平
成12年固定資産標準地評価作業、競売評価に
ついて特別委員会の設置等、長年の懸案事項の
処理に指導力を発揮され、今日の大阪鑑定士会
の基礎を築かれた。続いて、日本不動産鑑定協
会近畿地域連絡協議会の議長に就任され、鑑定
士制度発展のため尽力された。こうした功績が
認められ、平成12年憲法記念日には、大阪府
知事から、r産業功労者」表彰を受けられた。
更に、近畿地域連絡協議会議長、本部理事とし
会長都築武保
て、高所からの斯界への貢献
鷲驚艦難、轟
簑轡^
て、大阪鑑定士会の後ろ盾だ1、鱒一
けではなく・上部団体の重要才翫、舞一、.
一..一^_瀬
てしまった。
こよなく酒を愛し、ゴルフ、絵画等の趣味、
なかでもシャーロックホームズを語る笑顔は、
いまでも時々私の脳裏をかすめる。本部理事会
の帰り、新橋、銀座、更に新幹線で、乗り過ご
しを気にしつつ、鑑定士の将来等について語ら
れる姿、私がご案内した交野の酒蔵、地鶏料理
等へ、時には奥様や娘さんを伴って来られる良
き家庭人の姿等、今は懐かしく思い出される。
友人が社長を務める会社の銘柄への拘りに象徴
される友人への気遣い、人との語らいを大事に
されるご性格があの広い人脈の基礎にあるもの
と、私など大いに見習ねばならないものだと思
っている。
百ヶ日を過ぎた今、64歳のあまりに若い旅
立ちの悲しみや損失の大きさを嘆くばかりでは
なく、先生の残された足跡を辿りつつ、更なる
発展のため、大阪鑑定士会全員が、一致して斯
界の発展のため、努力することこそが先生の遺
志に報いることになるものと思っているところ
である。
先生と深いお付き合いの交友が多数おられる
中、私が追悼の辞を書くのは、適当でないかも
知れないが、会員を代表する立場で本一文を霊
前に捧げるものである。
寺杣伊左衛門先生のご冥福をお祈りし、拙文
を閉じることとする。
合掌



座談会2001
不動産鑑定士の原点とは
～業界の発展と一人ひとりの成長を目指して～
激動の時代だからこそ、未来に思いを馳せ、進むべき業界の方向性を見極め、そこで働く
視点を確立したいものです。このほど大阪府で同じ年に不動産鑑定士二次試験に合格、しか
も同じ会社で働く兄弟鑑定士(補)が誕生しました。村山健一さん、信也さん兄弟にフレッシ
ュな抱負を語って頂きながら、彼らの叔父にあたる村山利夫さん、上司にあたる八杉茂樹さ
んを交えて、不動産鑑定士としてどう働いていけばいいのか、業界のこれからをどう考える
か、現在と未来をおおいに語りあっていただきました。
聞き手:小川哲男広報委員会委員長
北川忠志同副委員長
於:社団法人大阪府不動産鑑定士協会
麗座談会出席者
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㊨村山利夫白山殖産㈱常務取締役/
43年6月大阪府出身、68年関西大学法学
部卒、73年不動産鑑定士に。不動産カウ
ンセラー・不動産コンサルティング技能
登録者等を取得。八尾市在住、妻と子一人。
鯵八杉茂樹大和不動産鑑定㈱常務取締
役鑑定部長/46年1月兵庫県出身、70
年関西学院大学経済学部卒、74年不動
産鑑定士に。宝塚市在住、4人家族。趣
味は歴史小説、競馬等。
㊨村山健一大和不動産鑑定(掬本社鑑定
部/69年1月大阪府出身、91年神戸商科
大学商経学部卒、94年大阪大学法学部卒、
00年不動産鑑定士補に。大阪府三島郡島
本町在住、01年に結婚、妻と二人暮らし。
鯵村山信也大和不動産鑑定㈱システム
評価部/71年5月大阪府出身、96年北九
州大学商学部卒、98年追手門学院大学大
学院修了、01年不動産鑑定士補に。大阪
府三島郡島本町在住、両親、弟と4人暮らし。
麟小川哲男㈱小川不動産鑑定事務所代
表取締役/49年1月大阪府出身、71年
関西大学文学部卒、73年同法学部卒、78
年不動産鑑定士に。司法書士等も取得。
大東市在住、妻、息子、娘、母と5人暮らし。
麟北川忠志北川不動産鑑定事務所代表
/64年1月大阪府出身、87年桃山学院
大学経済学部卒。93年不動産鑑定士に。
誰も書かなかった事業用借地権のすべ
て」(共著)。大阪市在住、妻と娘二人。
團憧れの仕事にチャレンジ
北川村山健一さん、信也さんご兄弟は、同じ
年に不動産鑑定士二次試験に合格され、その後
それぞれ不動産鑑定士補になられました。お二
人はなぜ共に、不動産鑑定士を目指されたので
すか。
村山健一(以下、健一)司法試験に6年間挑
戦したのですが成功に至らず、27歳で方向転
換しました。何か専門的な資格をもって働きた
いと思いました。弟の信也が不動産鑑定士の試
験勉強をしていましたし、叔父や母方の親戚に
も不動産鑑定士がいたことから、なじみが深か
ったこの道を選びました。
村山信也(以下、信也)私は兄と違って、大
学在学中から不動産鑑定士を将来の仕事にした
いと勉強を始めました。不動産鑑定士の叔父、
利夫に憧れ、あんなふうに羽振りがよくなりた
いなあと思っていましたから(笑)。
村山利夫(以下、村山)いやあ、知らなかっ
たんですよ。兄の息子である健一が司法試験を
目指していたことは知っていたけれど、そこか
ら方向転換したことも、信也が不動産鑑定士を
目指していたことも。彼らから合格を聞かされ、
本当に驚きました。
甥たちに憧れられるほど裕福ではなかったは
ずですがね(笑)。ただ、若手社員を自由に働
かせてくれる会社にいましたので、甥たちには
私が生き生きとしているように見えたのかもし
れません。
小川甥ごさんに、憧れの目で見られていたと
2
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はうらやましい。村山さんファミリーは、みな
さん、勉強好きでいらっしゃるようですね。
村山私には5人の兄弟がいます。昭和30年頃
には、大学進学率が15%ほどで、多くの学生
が商業高校や工業高校に進学しました。長兄が
天王寺商業高校から大学へ進み、私たち弟4人
も後に続きました。当時としては珍しかったか
もしれません。
閣知恵と知識を共有しあって
北川健一さん、信也さんはお二人とも複数の
大学で学んでおられますね。
健一神戸商科大学の商経学部を卒業後、大阪
大学の法学部に学士入学しました。
信也私は北九州大学商学部を卒業した後、追
手門学院大学の大学院に進みました。
村山二つも大学へ行って、二人ともなかなか
就職しない。「最近の若者は、就職するのが恐
いらしい」なんて聞いたりすると、甥二人もそ
うかな、いつまでも親のすねかじりやなと思っ
ていました。
健一学生を続けるのは社会に出たくないモラ
トリアムのせいだと考える人もいますが、自分
は何がしたい、何を学びたいと目標があればい
いと私は考えていました。もっともわが家の場
合、親の理解があったことも大きいですが。
小川ご兄弟で同じ試験を受ける上で、何かメ
リットはありましたか。
健一もともと私は、司法試験の勉強をしてい
たので、民法は得意でしたが、経済は苦手。逆
に、理論経済を専攻していた弟は、経済が得意
で法律が苦手。自分の得意分野が相手の不得意
分野でしたので、お互いアドバイスしあえたこ
とは強みでした。
信也専門学校もあえて違う学校に行ったんで
す。その方が幅広く情報交換できまずから。
小川知恵の出し合い方、知識の共有のしかた
がすばらしいですね。それが効を奏して、二人
とも同じ年に合格されたのでしょうか。
健一受験番号も隣同士で、リラックスして試
験に臨めました。私はまあまあできたかなと思
いましたが、弟は体調を崩し、途中で退室した
科目があり、自信がなかったようです。
翻どこまで熱意を持っているか
小川その後、健一さんは大和不動産鑑定㈱に
入社されるのですね。
健一平成10年の夏、大和不動産鑑定が社員
を募集していることを知り、面接に行きました。
八杉当時、私どもは、二次試験に合格する可
能性のある人を採用してみようと、初めての試
みに向けて準備を進めていました。専門学校に
も求人のはり紙をしました。
8月のお盆過ぎに面接を実施。課長レベルに
よる一次面接で自由闊達に意見を述べてもら
い、役員レベルの二次面接を重ねました。20
人ほど集まり、選ばれた3人に健一君が入りま
した。
北川村山さんご兄弟のように、大学へ行きな
がら専門学校に通って、二次試験を目指したり、
試験勉強のために会社をやめるかアルバイト程
度にしておいて、受験勉強に専念する人が増え
ています。これは、最近の二次試験が難しく、
働きながらの合格が困難だと言われているから
のようですが。
信也大学4年から専門学校に通いました。受
験仲間の名前が模擬試験の上位順に貼り出され
ます。勉強だけに時間を割ける人が上位に入り、
働きながら勉強している人は上位に入りにく
い。そんな現実を見ていると、合格するまで勉
強に専念しておかなくては…と思ってしまいま
した。
八杉今の二次試験は最近のマラソンのレース
展開とよく似ているように思います。常に先頭
集団に入っていないと、優勝できない。後ろを
走っていて、追い込んでゴールするようなレー
スが成立しにくくなっているようです。
村山普通は会社に入って、さまざまなクライ
アントと交渉
したり、いろ
いろな調査を
経験する中
で、不動産鑑
定士の卵とし
ての勉強を重
一一一
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ね、人間としても磨かれていくのですがね。
八杉これまでは、ストレートにこの業界を目
指してくる人より、他の業種や環境でいろいろ
キャリアを積んだ後に、不動産鑑定士だと目標
を定めて、入ってきた人が多かったように思い
ます。だからこそ、非常に熱意をもって入社す
る人が多かった。その熱意こそが、業界の発展
に大きく寄与してきたように思います。
圏同年、同会社に兄弟鑑定士補誕生
北川健一さんは平成10年9月に大和不動産鑑
定に入社されましたが、信也さんはどうされて
村山利夫
いたのですか。
信也自分は二次試験に落っこちたと思い込ん
でいましたので、就職活動をしていませんでし
た。10月に合格がわかってから、いろいろな
会社に面接に行ったり、叔父に相談に乗っても
らいました。
村山当社も鑑定業者登録はしておりますの
で、信也を受け入れることが不可能だったわけ
ではありませんが、不動産鑑定士として一人前
になるには、若い時に専門の会社に就職して、
きちんと修行することが大切だよと信也にアド
バイスしました。
ただ、一般的な採用時期は既に過ぎていまし
たから、rどこか社員を募集している会社を知
りませんか」と今日、司会をしておられるお顔
の広い小川さんに電話をしました。
小川その後、八杉さんへ電話を差し上げるこ
とがあった時にr今後、採用予定はありますか」
とお尋ねしたのです。r採用活動は済んだけれ
ど、システム評価部に1人採る余裕はあるjと
いうことでした。
八杉社員として兄弟を同時に受け入れること
は当社には初めての経験で、とまどったのも事
実です。社内でも議論しました。その結果、本
人たちにこだわる気持ちがないのなら会社に不
都合はなく、いい人材であれば会社に不利益は
ない。そう合意に達しました。それで弟の信也
くんを面接したのです。兄は京都で一般鑑定、
弟は奈良でシステム評価と働く場所は違うけれ
ども、同じ年度に入社してもらいました。
麗不動産鑑定士の原点に戻る
小川村山さんご兄弟のように、多くの若い人
がr不動産鑑定士になりたい」と目指してくれ
ることがうれしく、感無量です。私がこの仕事
を始めた27年前には、r地価公示」という言葉
八杉茂樹
村山健一
すら認識されていなかったほどでしたから。
八杉私たちは地価公示制度の発展と業界の成
長と平行して働いてきたようなものですね。
村山仕事の質も量も、年々変ってきています。
ただ、仕事の原点は、登記簿等を調べ、自ら調
査することではないでしょうか。
八杉生の声を聞き、汗をかいて現地を回り、
足で稼いで調べていく。通年調査事業の基本も
そこにありますね。
村山地域に密着して、より精度の高い情報を
得ることが大切ですね。以前は、情報をいただ
いたお礼として渡すタバコや図書券を鞄に入れ
て、よく現地に向かったものですよ。
北川取引事例のアンケートを依頼すると、回
収率が25～30%です。逆に言うと、返ってこ
なかったデータが70～75%もあります。実際
に取引が成立したにもかかわらず、事例カード
化されない取引件数が全体の75%にもなる訳
ですから、宅建業者に飛び込んで、直接聞き取
り調査を行い、相場に関する情報を積極的に得
ることが大切ではないでしょうか。
八杉データには、r調査票の生のデータ」rカ
ード化されたデータ」「陽の目を見ないデータ」
の3種類があると思いますね。陽の目を見ない
4
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データにも、もっと目を向けないと。
村山本来、不動産鑑定業では調査能力が大切
です。確かに、事例カードの裏側で調査すべき
物件が眠っています。外資系企業は、実に詳細
な調査をしていますよ。不動産鑑定士も原点に
立ち返らないと……。便利になったことはあり
がたいが、そこにあぐらをかき、事例カードに
頼り過ぎてはいけないのではないでしょうか。
小川情報入手に対して受け身になっているの
かもしれませんね。もっと足で探し、一歩前へ
出る。取引事例の本質に立ち返る時期に業界が
来ているのでしょう。事例とは本来、継続的に
集めて意味があるもの。地価公示と地価調査だ
けに留まっていてもいけません。
北川情報収集の段階でみなさんが工夫されて
いること、部下たちに指示していることなどを
教えてください。
八杉対象物件を訪れる時には、行きと帰りで
道を変えています。違う角度からその環境を見
られますから。
小川r現地調査で、近隣に売り物件の看板を
見かけたら、必ずその会社に電話して価格を聞
きなさい」とスタッフに指示しています。売却
希望価格を上回る価格にはならないのですか
融、

村山信也
ら、電話で確かめたその価格は、その現地で重
要で最新の情報の一つです。
健一よく車で現地に向かいますが、カーナビ
ゲーションシステムに頼っていると、ちっとも
道を覚えないなあと反省しています。
信也システム評価の担当者は、本当に隅から
隅まで歩いています。地域の情報に精通してい
る先輩たちに早く追い付きたいと思います。
麗不動産鑑定士として社会へ発信
北川こ'れからもr不動産鑑定士になりたい」
と業界を目指してくる後進が多いと思います。
ご自分の抱負を含め、後輩へのメッセージをい
ただきたいと思います。
八杉社員を募集すると、10人のうち8～9人
が一般鑑定をしたいと言います。システム評価
についてはまだ認知が低い。確かに、向き不向
きはあり、システム評価担当者にはソフトの開
発も含め、先を読んでいくエンジニアのような
視点が必要です。一般鑑定の素地があってこそ、
システム評価ができるとも思います。が、最初
から固定観念をもたず、どんどんチャレンジし
ていただきたいですね。
信也システム評価は、大量のデータをバラン
小川哲男
北川忠志
スよく見て、一気にこなすスピードが要求され
ます。固定資産税評価業務は、税金にかかわる
仕事で、責任感とやりがいを強く感じます。
健一資格を武器に社会に出たのですから、な
んでも積極的にチャレンジしていきたい。自分
が働くことで、もっとこの仕事が広く知られ、
社会に貢献できればと願っています。きちんと
情報を収集し、正しく加工し、業界にも社会に
も、広く発信できるようでありたいと思います。
また、不動産学部のある大学が少ないので、
将来は不動産を学ぶ学生が増えるよう、業界を
挙げた発信が必要かと考えています。
村山資格を取得した後も、会社内や業界内だ
けでなく、異業種や異なった専門職にも多くの
ネットワークを広げてほしいと思います。広い
世界に羽ばたくことで自分が鍛えられ、知り合
った人のために自分を役立てることもできま
す。ひいては会社や業界の発展に貢献できるの
ではないでしょうか。
北川今日はありがとうございました。みなさ
んのますますのご活躍を祈ります。
5



第18回不動産鑑定シンポジウムに参加して
～福井県国際交流会館～
大阪では長く続いた記録的な残暑がようやく
終わり、秋の気配が感じられるころとなった9
月28日・29日の二日間、福井市で行われた不
動産鑑定シンポジウムには、180名以上の参加
があり、地元の新聞も取り上げ、また研修規程
に基づく6単位認定の特別研修であることもあ
って、地方都市ではこれまでにない活気のある
集まりであった。
初日は、明海大学不動産学部教授田中一行
氏によるr不動産の価格とは何か一経済学者の
観点から」と題して基調講演に始まり、その後
個別研究発表としてr土壌・地下水汚染問題と
鑑定評価」r前面道路の方位格差率に関する研
究」r固定資産標準宅地の価格」について講演
があり、その後、それぞれについて質疑応答が
あって初日が終わった。
2日目は株式会社大和銀総合研究所の高瀬博
司氏によるr最近の鑑定評価に求められている
価格」と題する基調講演に続き、パネルディス
カッションr鑑定評価の新潮流一いま鑑定士に
求められているもの」として昼を挟んで、会場
参加者を交えて議論された。
個々の内容については、別の機会で紹介され
ると思うので、2日間を通して印象に残ったも
のをキーワードで述べたい。
.情報の非対称性

基調講演の中で田中一行氏はr情報の非対称
性とは、売り手(又は貸し手)と買い手(又は
借り手)の問に所有する情報における対等な関
係がないことを言い、これにより弊害がおこる。
この効果として例えば逆選択がおこる。たと
えば、瑕疵を隠して売る一方でその瑕疵を知ら
ないで買う。その結果、手抜きが一般化される
というもので、良い質の財が減って質の悪い財
が選択される。さらに、情報に関して優位に立
つ者の行動パターンを劣位の者が完全に掌握し
きれず影響を受ける場合におこる現象すなわち
モラルハザードが生じる。賃貸借関係等でよく
社団法人大阪府不動産鑑定士協会
指導研修委員長松永明
見受けられる。
これらの非対称性を克服す
る契機として、デューディリ
ジェンス、国際会計基準の導
入、不動産の小口化・証券化
を行って、不動産市場の大衆
化をはかることが必要で、鑑
定評価の1青報開示においても条件付予想として
の鑑定評価や区間予想としての鑑定評価を行う
必要がある。」といっておられた。
我々不動産鑑定士は、鑑定評価を行うにあた
っては、情報の非対称性があることを踏まえて、
対象不動産の確認、定性定量分析等が情報公開
に対応できる内容であることはもちろんのこ
と、専門職業家としての説明責任を負う立場で
あることをさらに自覚していくべきであろう。
2.平準化から個別化へ
高瀬博司氏は「不動産の価格は買い手が決め
る時代に入り、昨今の経済変化が収益還元法を
変えた。」といっておられた。
このことは、少なくとも2つの事を示唆して
いると思われる。
つは、収益還元法の具体的な算式は、今後

とも時代とともに変遷し、鑑定士の頭を悩ませ
るであろうより精度の高い有期還元と無期還元
のハイブリッド型の方式が生み出されていくこ
とになるのかと。原価法や取引事例比較法はほ
ぼ確立された手法であるが、収益還元法は、ま
だまだ発展途上にあり、金融論をはじめ投資分
析を習熟していくことと併せて投資利回り等の
実態調査を行って、最終的には十分に信頼域に
ある収益価格を求めていくことが必要となる。
今1つは、純収益の前提を平準化から個別対
応で把握していく方向であると。
対象不動産の純収益を直接的に求める場合は
標準化された適正な純収益を求めるべきで一定
の趨勢がある場合は平準化せよと鑑定評価基準
には書かれている。しかし、無期還元では平準
6
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化する必要があるが、もはや将来のキャピタル
ゲインを得るために投資用不動産を購入すると
いう考え方は投資家の意識にはなく、有期の現
金収支基準に起因するため、予測の範囲内は、
純収益ではなく純収入となる。これがDCF法
の導入であろう。
余談だが、算式は多少見慣れてはきたものの、
やや食傷ぎみである。
3.サブマーケット
パネリストの杉浦綾子氏は、市場分析と価格
概念について、欧米の鑑定評価の紹介を通して
のお話があった。その中で、rわが国では、価
格という用語で説明される概念でも欧米では、
value,worth,price等、様々な用語がある。
Valueは、market-valueとかuse-value、
nvestment-valueというように、個人的・主観
的価値判断として用いられ、priceは、ある特
定の売主・買主が、ある特定の状況下で認めた
財・サービスの相対的な価値を示すもの、或い
は同意した金額である。」と。
鑑定評価では、原則としてmarket-valueと
してのpriceを求めることとなるようである。
最近では、investment-valueが脚光を浴びてお
り、多少混乱が生じていると思う。
ところで、注目した点は、rサブマーケット」
なる概念である。同氏の訳ではr特定の種類の
物件に対して形成される市場を、さらに用途
別・市場参加者別等に応じて細分化した部分市
場をいう。つまり、対象不動産と直接競合する
不動産の地理的・用途的範囲を意味し、同一需
給圏内の類似地域を包括する概念ともいえよ
う。」とある。
地域分析・個別分析も必要な分析ではある
が、不動産市場を細分化した市場分析をもっと
重視すべきと思う。
これに関して、ふと、㈹大阪府不動産鑑定士
協会平成10年3月発刊のr小規模複合不動産の
価格形成要因の分析」の結論部分を思い出した。
そこでは、rミニ住宅の取引事例価格と公示価
格との開差(平均で約25%)が、r買進み」と
簡単に割り切れるものではなく、地価公示地が
意図する近隣地域及び類似地域と、ミニ住宅地
の価格が牽連する地域が重複しており、「両地
域の格差=地域要因格差」がその大きな要素で
はないか。」と結論付け、やや強引なまとめ方
を行ったが、rサブマーケット」なる概念によ
り、整合性が取れているのかと少し安心した。
確かに、r一般住宅、共同住宅の外、店舗等
が見受けられる住商混在地域」と地域分析をし
ても、一般住宅、共同住宅、店舗を取得する市
場人はそれぞれ異なっており、単に地域的な不
動産市場のみならず、細分化された個別不動産
の需要者が意図する市場価値を把握する上で
も、サブマーケット分析はその重要性を増すで
あろうと思う。
4.価格概念
久しぶりに正常価格概念について議論が交わ
された。でもやはりというか、結論には至って
いない。正常価格は、点でないことは確かだが、
幅があることにより、野球審判のようにストラ
イクゾーンがあり、ブレが生じることとなる。
さらに、最近では特定価格が幅をきかし、理論
派の鑑定士でも十分すみ分けができない状況で
ある。
そこで、次の評価において求めるべき価格の
種類は正常価格か特定価格か尋ねたい。
①担保不動産の設定時における価格
②担保不動産の処分時における価格
③不良債権担保不動産(デフォルト)の価格
④不良債権担保不動産(非デフォルト)の売
却価格
⑤不良債権担保不動産(非デフォルト)
の担保価格
⑥SPCで申込証の記載事項の調査時にお
ける価格
⑦SPCの譲渡時における価格
⑧民事再生の処分価格
⑨強制評価減における価格
⑩競売評価における価格
⑪公共事業用地買収における価格
以上をすべて的確に応えられる鑑定士は少な
いであろう。
正常価格論を曖昧のままに放置している問
に、正常価格と最近急激な社会変化に台頭して
きた特定価格との差異は、オープンマーケット
価格とノンマーケット価格の相違だと教えられ
ても、社会ニーズはこれらについて無関心であ
るためか、鑑定士が即時的に場合分けすること
を要求される。
結局のところ、現段階ではその依頼目的条件
下における適正な価格を求めることに専念する
しかないのかもしれない。現行の鑑定評価基準
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の枠内では結論はでないであろう。
ところで、上記の内で⑪公共事業用地買収に
おける価格は、正常価格であると答えた人は多
いと思うが、民間依頼の鑑定評価でその買収事
例を事情補正せず取引事例比較法に適用してい
る鑑定士はどれくらいいるであろうか。
パネラーの林逸男氏は、r公共用地買収市場
の特徴は、早期売却市場の対極としての早期買
収市場」と述べ、依頼目的がr補償」である案
件の適正価格とは何かを問うておられた。
その話しの中で、rその町には縁のない高速
道路用地のため、余り経済効果のない河川改修
のため、ダム水没予定地の買収価格、一方で経
済効果のある都道府県道・市町村道のための買
収価格等、これらは、いずれも補償をふまえた
土地の評価であるが、正常価格であるとされて
きた。
しかし、地元の人の思いが影響し、それぞれ
について微妙に価格差があるのが現実。如何に
考えるか。」と
一種タブーな部分に踏み込んで、悩んでおら
れる鑑定士も多いことだろう。
5.呪われた土地
土壌汚染と鑑定評価についても、個別研究発
表の場であったが、我々鑑定士がもはや避けて
通れない時代となってきた。
水、空気、土地は、人間にとってかけがえの
ない自然物であるが、これまで人類の営みによ
り、水質汚濁、大気汚染、土壌汚染をもたらし
た。水質汚染については、下水道の整備や浄化
を行い、大気汚染については、排ガス規制や防
止措置を行ってきたが、この2つは、いずれも
公共と個人という構図により、公害対策や裁判
等により今日一定の改善がみられた。
しかし、土壌汚染は、土地に私有財産権があ
るため、個人間取引により人目に触れないとこ
ろで、深く静かに進行している。
ところで、アメリカでは、土壌汚染が発覚し、
取引出来なくなった土地や人々から嫌われて利
用されなくなった土地をrstlgmaのある土地
呪われた土地)」と言う。
こういう土地の資産価値は時として負の財産
となることがある。特に大規模工場用地をもつ
企業にとっては、土地の流動化にあたっては大
変重荷になる。浄化修復リスク・資金調達リス
ク・イメージリスク・損害賠償責任リスク・事
業リスク等のいわゆる環境リスクのため、大損
失を被るおそれがあるからである。
これからは鑑定評価において、単にr土壌汚
染がないものとして」という条件では逃げきれ
なくなるであろうと痛感した。
鑑定士は、正義感で評価するものではないが、
土壌汚染に敏感になって呪われた土地の評価の
あり方や有効利用を本気になって考える時代が
やってきたのではないか。
6.方位
新潟県部会の方が、過去3年間の取引事例を
収集して、統計解析によって前面道路の方位格
差率に関する分析を行って、その結果を発表さ
れた。
結果は、やはりというか統計処理の困難性に
よりかならずしも予期した数値にはなっていな
かったようである。
この方位については、北海道から沖縄まで好
まれる方位とその格差はまちまちであろう。名
古屋の方の発言で開発団地で接面街路が南と北
で20%の差を付けても未だに北は売れていな
いという話しがあった。北海道では、東より西
が良いとされる。
地価公示地をはじめ、国税路線価、市町村固
定資産税評価等について、方位個性率の精度を
高めても、全体地価の地域間バランスの精度を
高めるとは思えないのである。このことは、富
山県部会の発表者も路線価で不均衡を実証され
ていた。
7、福井市を後にして
以上のほかにも、基調講演者、パネラー、個
別発表者、当シンポジウム参加者の様々な意見
や提言を拝聴した。
今回、私自身、初参加で2日間も正直大変だ
なと思いましたが、シンポジウムの内容が東京
都心3区と地方の鑑定評価に対する姿勢が浮き
彫りにされ、少し安心(?)したり、初日、夜
の懇親会や2次会での交流、早朝の市内散歩で
旅情がちょっぴり味わえてなかなか有意義であ
ったように思う。
このシンポジウムに参加することで、毎年違
った所へ行ける楽しみも増えるのでこれから
も、時間の許す限り参加しようと思います。皆
さんも是非一度は参加されるといいと思いま
す。以上
8
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書評「建物鑑定評価資料」
鍋
岬“1∫■
伊藤信太郎
琶
隅
建物鑑建評価実務研究会編
撫
砺鵬
財団法人建設物愚調査会
「建物鑑定評価資料」の改訂版が5年ぶり発
刊された。
「改訂3版」とあるが、1975年の初版以来、
改訂のたびに大幅な改訂と増補が図られ、事実
上第7版である。私がはじめて持ったのは赤い
箱の第3版であった。
いまや本書は私たち不動産鑑定士にとって必
携・必需のものとなっている。
第6版と比べて見よう。
まずひと目で分厚くなっているのがわかる。
最終ページを見ると654ページから691ページ
ヘと37ページ分増えている。
値段は本体29,126円(税込み30,000円)か
ら本体28,000円(税込み29,400円)へ値下が
りしている。
表紙は建物を形取ったキャラメルのような
3DのCG画像のソフトカバー。第5版まで箱入
りのハードカバーだったが、第6版からソフト
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カバーになった。私もソフトカバーの方が好き
だが書架に立ておく時ソフトカバーはゆがんで
倒れかかったりするので、第5版の箱の開口部
をこちらに向けてその中に第6版を収納してい
た。少し厚くなったがまだ収納可能である。
さて内容に移ろう。前版で削除されたデータ
シートが今回復活した。データシートの作成と
使用法の解説とともに巻末に木造住宅のデータ
シートが添付されて、部分別見積法が容易に行
えるようになっている。
新しく追加されたのが①地質汚染とその調
査、②建築基準法の改正ポイント、いずれも要
点が非常にコンパクトに圧縮されており、その
概要を容易に把握できる。そのほかr建物朽廃
の鑑定事例」、r建物に係わる紛争事例」が掲載
されており、今回あらためて読んでみて第1章
利用法と留意点」の密度の高さと実務上の有
益性を実感した。
本書の中心部分であり他に類書が出ない理由
でもある膨大な再調達原価の事例を見よう。パ
ラパラと外観・内部の写真を見てゆくと中には
デジタル写真と見受けられるものもある。前回
と同一の事例を見ると価格はいずれも下落して
いる。ピックアップして試算したところ変動率
適用法で一2～一3%というところであった。
現実的には一7～一8%程度でも良いのではな
いかと思う。
編者によると事例すべてを見直した結果、そ
の約60%を入れ替えたそうである。
内容を概観すると流行のドームや市民センタ
ー、社会福祉施設などの公共公益建物は最新の
ものに増強されているが、店舗・ガソリンスタ
ンド等の拡充がやや不十分な印象を受ける。
編者の話では、住宅の事例に関しては相当豊
富であったが、生活様式の変化によりバリアフ
リーやハイグレードのものが増える傾向が顕著
で、他方で貸ビル・自社ビル・ホテル等の建設
が減っているため事例収集が容易でなかったと
いう。
不動産鑑定関係に限らず、総論ばかりで実務
上役に立たない図書が多く刊行される中、こん
なに実証的で実践的でしかも親切な書は数少な
く、これほどバージョンアップを重ねているロ
ングセラーなのに類書がない。オーバーな表現
かも知れないが、不動産鑑定士にとってかけが
えのない貴重な資料であると確信している。
本書の編者であり大半部分の著者でもある福
田守邦氏がいつまでもご健康であることを祈る
とともに、後継のスタッフの充実を願って、本
書を多くの不動産鑑定士たちにすすめすること
にしよう。
おわり
欝一'
海
難輸褥
熱凝爵・=
鐘態、
〈著者近影〉
0
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随想「チャーチの靴」
へえ一あんたもチャーチの靴」寺杣君は
大声で叫んだ。昨年11月27日の夜、鑑定士仲
間と鴨鍋を囲んでの忘年会の引け時、隣り合せ
で、座敷口の板の間で靴を履いていた時のこと
である。
僕はもう20年程履いている」との私の言葉
に、r僕も10何年間、ロンドンで買ってきてず
っと履いてるんですよ」との彼の答え、さらに
僕は大阪で唯一人やと思ってたのに、武田さ
んも同じ靴1こんなに近く、こんなに親しい
人が、しかも長い間お互いに知らずに履いてい
たとは!」r嬉しい」彼は両手で私の手を甲の
方から握りしめ、飛び上がらんばかり。にこに
こ顔の細い目が眼鏡の中で光る。
20数年前、私はチャーチの靴をロサンゼル
スで買った。英国のロイヤルファミリー御用達
で、一足一足に作った職人のサインが入ってい
て、まさに英国職人気質の気概が感ぜられる。
決して、派手でもモダンでもない、オーソドッ
クスなスタイルである。上皮が固くて、型くず
れがしない、しかし重い、私は同じ型のものを
3足持っているが、寺杣君もロンドンで2足買
ったとのこと。
ロサンゼルスのチャーチの靴店はダウンタウ
ンの7番にあって店の構えも地味である。入っ
て行くと年輩のセールスマンが丁寧に機械で足
の大きさ高さを計ってくれる。型のサイズが決
まるとすぐに現品を出して試履きをするが、在
庫の無い場合は、アメリカ各地にある店の在庫
を調べ、オーバーナイト便で翌日には入荷可能
である。それも当時は今の様なOA機器の無い
時代であったから、在庫の確認の速さと商売の
熱心さには驚かされたものだ。rうちの靴は絶
対に長持ちがする。おそらく君の孫に譲れると
思う」まだ私の息子も独身の時に、孫の話をす
る靴屋の店長。今春私の孫は高校に進学する。
背も高く、体も大きい、しかも足のサイズは、
私よりはるかに大きい!孫に譲ろうと云っても
古靴なんて見向きもしないだろうが、今更にな
って、昔の靴屋の主人の言葉がサイズのことに
触れない大嘘であったことに気付いた。しかし、
楽しいユーモアのあるジョー
クとして愉快さも感ずる。何
故なら20数年履いたチャー
チは主人が保証したとおり未
だ型くずれもせず、裏皮さへ
はり替えておれば、今後10
年でももつであろうから。
武田賢一
帰宅して私は家内に今日の寺杣君と嬉んで交
した会話のことを話した。r判った。判った。
寺杣君はシャーロックホームズをこよなく愛読
している。しかも研究会のメンバーでもある。
だから彼は英国が好きで、チャーチの靴にも愛
情をもっているのだなあ」
ところがその翌朝、出社するや否や、昨晩同
席の鑑定士の山川さんから電話。r昨夜、別れ
てから、寺杣君が他界」お互いに絶句。電話線
を通じて悲しみが伝わる。…私の手にはまだ昨
夜の寺杣君の握手の手の温もりが、彼の嬉しそ
うな目の輝きと共に残っているというのに。
魂
合掌
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取引事例通年調査の経過報告
資料委員会では、平成11年秋頃に取引事例
通年調査の検討を始め、平成12年1月から大阪
市24区の内11区、吹田市、東大阪市、富田林
市、貝塚市の各市区町村でパイロット事業を開
始いたしました。
パイロット事業で得たノウハウの蓄積のも
と、平成12年7月から大阪府下全域に一挙に拡
大したところ、平成12年9月後半に予想を上回
る異動件数の持ち込みがあり、一時期滞留によ
る処理遅れが目立ち分科会の皆様に非常にご迷
惑をおかけしましたが平成12年12月に分科会
の皆様のご協力を得、無事遂行する事ができま
した。
皆様には、お詫びを申し上げると共に、こ協
力を深く感謝いたします。
診
繋
雛
藤
資料委員会
今、その反省と経験を生かし、異動件数持ち
込みの平準化を目指し、分科会幹事宛の閲覧体
制についてのアンケート及び会員の皆様には、
よい方法論についてのアンケートの実施と共
に、万全な発送作業体制の確立を進めています。
ご存知の通り、我々が行う一般鑑定評価業務
等に取弓1事例を利用する為には、我々が収集す
る以外になく、収集された取引事例は全会員共
有の財産として、閲覧に供していきたいと考え
ています。
この事業は、(社)大阪府不動産鑑定士協会の事
業費並びに分科会の協力及び会員の皆様のご理
解なくしては成立し得ないものであり、今後共
ご理解、ご支援の程宜しくお願い申し上げます。
2
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酒蔵見学会
親睦委員会主催の酒蔵見学会は、去る平成
3年2月24日におこなわれました。JR学研都

市線河内磐船駅で集合した参加者16人は、農
家住宅の建ち並ぶ田舎道を約5分ほど歩いて目
的地の造り酒屋、r大門酒造」に着きました。
この酒蔵、1826年からつづいている老舗の
造り酒屋で、昔名をr酒半」という
のですが、その名の由来は、清少納
言がr野はかた野」と讃えた大阪北
河内の磐船村、現在の交野市におい
て、酒屋半左衛門として創業したか
らだそうです。
潤し、つづいて酒袋よりした
たり落ちる雫を集めたr半左
衛門雫酒」、酒半自慢のお酒
利休梅」、交野で栽培される
山田錦で造られたrむくね残
月・むくね迫遙」などのおい
しいお酒を交互に飲み比べな
磯部博
がら、無垢根コースの料理をあてに参加者全員
楽しい一時を過ごしました。ゴルフ、麻雀、釣
り等の親睦会もそれなりに楽しいものですが、
私自身は、酒を飲みながらみんなでワイワイや
るのが本当に気を遣わない楽しい時間の過ごし
方だと思います。昭和一桁代生まれの先生方も
何人かお見えでしたが、普段は大先輩なのでこ
ちらから気軽には声をかけることはできません
が、酒を飲んだ席だと先輩先生方から優しく話
かけていただける。これこそ親睦のよいところ
参加者は記念撮影の後、早速この酒蔵で酒造
過程を順を追って説明してもらいました。熱心
な先生になると理解も早く、また予備知識もあ
るので説明者への質問も当を得たものとなって
いますが、私なんかは何度も酒蔵見学会に参加
しているにもかかわらず、飲む方に頭が先走る
ので酒造りの知識は未だに習得できてません。
ということですので、この紙面では私が酒造り
の方法や過程を説明をしたくてもできません。
知りたい方は是非、次回の酒蔵見学会にご参加
いただきますようお奨めいたします。
30分程度で見学は終わり、いよいよここで
造られた酒を並べての酒宴です。30名～50名
の参加者がある場合は築後百年を超える土蔵蔵
の屋根裏、r無垢根亭」という会場になります
が、今回は新しい建物の1階にある貸し切り用
の「酒半亭」という宴会場で行いました。
まずは地ビールのr無垢根ビール」でのどを
だと思います。このような親睦会の
楽しみを今回味わえなかった人は、
是非、次回には参加してください。
お奨めします。
私にとっては親睦会主催の酒蔵見
学会は今回で3回目ですが、前2回
は酒愛好家の前会長、寺杣先生も参加されてい
て、2回とも大阪に帰っての2次会までお付き
合いしました。これも酒蔵見学会の大きな思い
出となっております。寺杣先生のご冥福を祈り
つつ、酒蔵見学会の報告を終わらせていただき
ます。
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弁護士費用の敗訴者負担制度に反対する
.司法制度改革審議会の中間報告

司法制度改革審議会は、行政改革、政治改革
につぐ改革として司法改革を審議するため総理
大臣に直属して儲けられた審議会です。この司
法審が平成12年11月20日に中間報告を出しま
した。
その中で、r利用しやすい司法制度」をつく
るために利用者の費用負担の軽減が必要だとし
て、原則として弁護士費用を敗訴者に負担させ
る制度の導入意見を盛り込みました。
しかし、敗訴者負担制度は、実際には市民が
訴訟をより利用しにくくする制度であるとし
て、消費者訴訟その他社会的弱者の救済の活動
に取り組む弁護士から厳しい反対の意見が出て
きています(詳しくは、r弁護士費用の敗訴者
負担に反対する連絡会」のホームページ
http://www.kcat.zaq.ne.jp/aaatf209参照)。
弁護士は現場の実態がよく分かる立場にいるた
めにこの問題で最初に反対の声を上げたのです
が、実は、裁判利用者である国民こそがこの問
題をどう考えるのか、声を上げていかなければ
なりません。今は、裁判利用者の皆さんにこの
問題の重要性を知っていただくことが何よりも
重要であると考えています。
2.なぜ、弁護士費用の敗訴者負担に反対す
るのか。
1)判例形成型、政策形成型の訴訟への萎縮
効果
消費者、公害、医療、過労死など、判例形成
型もしくは政策形成型訴訟と称される事件につ
いては、法的不備や司法の限界のある中で被害
者の救済のために被害者自身や支援グループ、
弁護士が手弁当で挑戦し、幾度もの敗訴や犠牲
をのりこえて勝訴にこぎつけ、新しい法理論の
形成や被害防止の諸立法の制定にまで及び、戦
後司法の中で重要な役割を果たしてきました。
また敗訴した場合でも、提訴したこと自体によ
弁護士国府泰道
る一定の社会的効果により事
態が改善されることも多々あ
ります。
ところが、これらの裁判は
敗訴者負担制度では訴訟提起
が困難になることは明らかでκ簸、
す。
2)一般事件でも萎縮効果
民事裁判の多くは提訴ないし応訴段階におい
ては、証拠が十分収集できずに訴訟の見通しが
たたないことが多く、地裁と高裁で逆転するこ
とも少なくありません。特に一般市民が企業な
どを相手に訴訟をするときには、証拠が一方的
に相手方にのみ存在するという状況が一般的で
す。提訴するときには証拠がそろうかどうか不
明で勝訴の確実な見通しのないまま訴訟提起せ
ざるを得ないというのがむしろ通常かもしれま
せん。
また判決では一方が勝訴、他方が敗訴となる
ものの、中身ではどちらにも相当の理由がある
場合が多く、敗訴者が係争したことが無価値と
はとうてい言えないというのが裁判の実情です。
さらに、従来は敗訴していても、その後の社
会情勢の変化や証拠の確保、関係者の努力によ
り新しい判例法理の形成により結論がかわって
ゆくこともあります。
このような状況下で敗訴者負担が導入されれ
ば、相手方の弁護士報酬の負担というのは訴訟
提起する上で大変なリスクとなって、普通の市
民は司法の判断をあおぐことに極めて強い躊躇
を感じることになります。
3)被告事件では、泣き寝入り示談が増加
また、例えばクレジット代金請求のような事
件では、訴訟前の示談交渉において、消費者側
が販売店の債務不履行などの抗弁事由を主張し
てねばり強く交渉しようとするときでも、信販
会社から不利な示談条件を示されそれに応じな
ければ訴訟提起すると言われれば、よほど勝訴
の確信できるような事件でなければ、泣く々々
4
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不利な内容の示談に応じることとなるでしょ
う。離婚事件などでも、同様の事態が考えられ
ます。
4)経済力のある者だけが裁判を利用しうる
ものになること
結局のところ、弁護士費用敗訴者負担は、相
手方の弁護士費用を負担するリスクの少ない者
やたとえ負担してもよいという財力の持ち主だ
けが有利になり、通常の市民は躊躇やあきらめ
になってしまいます。そのため、いわば強い者
が司法をどう喝の手段に使って自己の意思を貫
徹し市民を司法から遠ざけ排除する制度であ
り、結果的には強者の事件も含めて多くの事案
は司法をすり抜け法曹の関与しない分野に追い
やられてしまいます。これらのことはr市民の
ための司法」という司法改革の共通の目的、ス
ローガンに正面より反するものです。
3.今後の審議会の予定とこの問題の扱い
司法審は、最終報告を平成13年6月に取りま
とめる予定で、現在それに向けて急ピッチで審
議が進められています。審議課題は広範である
ため、民事裁判制度についての審議日程は、3
月19日及び4月6日の2回だけです。この中で
敗訴者負担問題について議論がなされないこと
には、6月の最終報告は中間報告そのままの内
容となってしまうと懸念されています。当面は、
この審議日程で議論のテーマとして取り上げさ
せることが重要です。
司法審は、21世紀の司法制度の基本設計を
行うことを目指しており、そのためには法曹三
者の協議により制度のあり方を決めるという従
来の手法をとらず、利用者である国民の立場か
ら議論するという基本から出発しています。し
たがって、従来の司法制度改悪に対して弁護士
会が反対してこれを阻止したというこれまでの
ような手法をとることは出来ません。今後の2
回の審議日程に向けてr利用者である国民」の
声を結集していくことが何よりも必要だし、効
果的な方法であると考える所以です。
このような情勢認識の下で、2月6日大阪、2
月7日京都、3月10日東京でそれぞれ市民集会
が開催されました。これまで裁判で立証に苦労
してきた過労死裁判の遺族、医療事故の遺族、
公害被害者、製造物責任訴訟弁護団、借地借家
人組合らが敗訴者負担の問題点をえぐる報告を
しました。当事者の話は本当に説得的で、あら
ためて間題の重要性を再認識させられました。
また、さまざまな団体から意見書が司法審に届
けられており、そのような状況で審議会として
この問題を避けて通ることは出来ないといった
声もあるようです。
今後、各地で裁判利用者が声を挙げていくこ
とが何よりも重要です。皆さんのご理解をよろ
しくお願いします。
〔追記〕
本稿の脱稿後である4月6日に司法制度改革
審議会が開催されました。そこでの議論はまだ
議事録が出されていないため詳細はわかりかね
ます。ただ、最終報告書のたたき台として提出
された文書によれば、r弁護士報酬の敗訴者負
担制度を基本的に導入する方向で、敗訴者に負
担させるべき弁護士費用額の定め方、敗訴者負
担の例外とすべき訴訟の範囲及び例外的取扱い
の在り方等について検討」と記載していますの
で、基本的に敗訴者負担を導入するという方向
付けで進められていることは、中間報告と同様
だと思います。
ただ、当日の審議会での議論を傍聴者の話な
どから伝え聞くところでは、主婦連の吉岡初子
さんは、敗訴者負担について強く反対する意見
を述べたようです。また、中坊公平弁護士も、
以前の議論では権利の完全な実現という点で
敗訴者負担でよいと思ったが、訴訟提起に躊躇
を生じる問題であることが分かった。萎縮効果
を考えないといかん。市民事件をやっている者
はみな反対しており、自分も反対だ。」といっ
た趣旨の意見を述べたようです。国民からの反
対の声が審議会にも届きつつあるようです。
しかし、民事訴訟法学者で審議会会長代理の
竹下守夫氏や裁判官出身の藤田耕三氏をはじめ
財界出身の委員らは、敗訴者負担導入を強く求
めたということです。最後に議論をまとめた佐
藤幸治会長(憲法学者)は、中間報告のr書き
ぶり」つまり表現の仕方に問題があったという
だけで、表現の仕方を変えるだけで足りるかの
ように述べて、この議論を終えてしまいました。
最終報告は、中身は変わらないが、書きぶりを
変えるというだけにとどまる公算が大です。現
場の実体を本当に分かって議論しているのかと
つくづく思ってしまいます。
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貯編集後記鷺
例年になく寒さの厳しかった冬も過ぎ、木々の緑や花々の彩りの美し覧

い季節になってきました。
鑑定おおさか」第20号を、お約束の時期より少しばかり遅れました
が、皆様のお手元に屈けることができました。
寺杣前会長が、昨年11月28日に急逝されて、はや5ヶ月近くが経ち
ました。つくづく人の命のはかなさと、早い月日の経過に驚かされます。
最近にはなかった企画ですが、座談会方式の記事を掲載いたしました。
今後、若い会員にどんどん登場してもらって、フレッシュな意見を採り
上げて行きたいと考えています。
L,
小川哲男委員長、伊藤信太郎副委員長、北川忠志副委員長
鈴木雅人委員、豊田健治委員、東田鑑委員、松井繁夫委員
順不同)(
寒
遍
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